
○工事成績評定要領  新旧対照表 （平成 30 年３月 22 日付け 29 建政技第 325 号） 

 新（改正） 旧（現行） 

工事成績評定要領工事成績評定要領工事成績評定要領工事成績評定要領    

（最終改正 平成 30 年４月１日適用(平成 30 年３月 22 日付け 29 建政技第 325 号)） 

 

（目的） 

第１ （略） 

 

（評定の対象） 

第２ 評定の対象は、原則として１件の請負金額が５００万円以上の建設工事（「災

害等の発生により緊急を要する工事の入札方式に関する取扱要領」により発注す

る応急工事を除く）とする。 

ただし、発注機関の長（以下「所長」という。）が必要であると認める場合に

は、５００万円未満の建設工事についても、評定の対象とすることができるもの

とする。 

 

（評定者） 

第３ 評定者は、しゅん工検査員、中間検査員、総括監督員等、主任監督員等及び監

督員とし、各評定者の定義は次に掲げるとおりとする。 

 

   （略） 

 

（評定の方法） 

第４ 評定者は、工事ごとに監督又は検査により確認した事項に基づき、独立して公

正かつ公平に評定するものとする。 

２ 評定は、工事成績採点表（別記様式第１）、細目別評定点採点表（別記様式第

２）及び考査項目別運用表（別記様式第１の別紙１から別紙４）により行うもの

とする。 

３ 評定の結果は、工事成績評定表（別記－１）及び項目別評定点（別表１）によ

りとりまとめる。 

 

工事成績評定要領工事成績評定要領工事成績評定要領工事成績評定要領    

（最終改正 平成 27年 10月１日適用(平成 27年９月30日付け27建政技第152号)） 

 

（目的） 

第１ （略） 

 

（評定の対象） 

第２ 評定の対象は、原則として１件の請負金額が５００万円以上の建設工事（「災

害等の発生により緊急を要する工事の入札方式に関する取扱要領」により発注す

る応急工事を除く）とする。 

ただし、発注機関の長（以下「所長」という。）が必要であると認める場合に

は、５００万円未満の建設工事についても、評定することができるものとする。 

 

 

（評定者） 

第３ 評定者は、総括監督員等、しゅん工検査員、中間検査員、主任監督員等及び監

督員とし、各評定者の定義は次に掲げるとおりとする。 

 

   （略） 

 

（評定の方法） 

第４ 評定者は、工事ごとに監督又は検査により確認した事項に基づき、独立して公

正かつ公平に評定するものとする。 

２ 評定は、工事成績評定表（（別記－１）以下「評定表」という。）及び工事成績

採点表（（別記様式第１）以下「採点表」という。）、細目別評定点採点表（（別記

様式第２）以下「細目別採点表」という。）により行うものとする。 
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 新（改正） 旧（現行） 

４ 考査項目の「創意工夫」「社会性等」は当該工事における実施状況を考慮する

ものとする。 

５ 考査項目の「法令遵守等」は当該工事における状況を考慮するものとし、当該

工事期間中に生じた事実や工事完了後に判明した事実を対象とする。 

 

   （略） 

 

（評定の公開） 

第 10 本要領に係る文書は、以下の各号の定めるところにより、公開するものとす

る。 

 (1) 長野県公式ホームページで公開するもの 

   ①工事成績評定要領 

   ②工事成績評定要領上の各種様式 

 (2) 発注機関で閲覧するもの 

①工事成績評定通知書（様式第１－１） 

（添付書類の別記－1及び別表１のうち、別記―１を除く） 

工事成績評定修正通知書（様式第１－２） 

（添付書類の別記－２及び別表２のうち、別記―２を除く） 

 

②第 12 及び第 13 に定める説明請求書（再説明請求書を含む。）及びその回答 

  （様式第２－１、様式第２－２、様式第３－１、様式第３－２） 

 (3) 請求により公開するもの（当該工事の受注者・現場代理人及び配置技術者本人

（増員技術者含む。）には求め（口頭の請求）により、第三者には公文書公開請

求により、①②を公開） 

 

①工事成績評定表（別記－１）、工事成績修正評定表（別記－２） 

②評定根拠（工事成績採点表（別記様式第１）、細目別評定点採点表（別記様

式第２）、考査項目別運用表（別記様式第１の別紙１から別紙４）） 

 

３ 評定項目の「創意工夫」「社会性等」は当該工事における実施状況を考慮する

ものとする。 

４ 評定項目の「法令遵守等」は当該工事における状況を考慮するものとし、当該

工事期間中に生じた事実や工事完了後に判明した事実を対象とする。 

 

   （略） 

 

（評定の公開） 

第 10 本要領に係る文書は、以下の各号の定めるところにより、公開するものとす

る。 

 (1) 長野県公式ホームページで公開するもの 

   ①工事成績評定要領 

   ②工事成績評定表、項目別評定点、工事成績採点表等の各様式 

 (2) 発注機関で閲覧するもの 

①工事成績評定通知書（様式第１－１）（（別記―１）を除く）、 

 

工事成績評定修正通知書（様式第１－２）（（別記―２）を除く） 

 

②項目別評定点（別表１）、項目別修正評定点（別表２） 

③第 12 及び第 13 に定める説明請求書（再説明請求書を含む。）及びその回答 

 

 (3) 請求により公開するもの（当該工事の受注者・現場代理人及び配置技術者本人

（増員技術者含む。）には求め（口頭の請求）により、第三者には公文書公開請

求により、①②を公開） 

 

   ①工事成績評定表（別記－１）、工事成績修正評定表（別記－２） 

   ②評定根拠（工事成績採点表、細目別評定点採点表、考査項目別運用表） 
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 新（改正） 旧（現行） 

（評定の修正） 

第 11 所長は、第９の通知後、当該評定を修正する必要がある場合（瑕疵の発生な

ど）は、第７第２項の委員会に意見を求め修正できるものとする。 

２ 評定の修正は、工事成績採点表（別記様式第１）、細目別評定点採点表（別

記様式第２）及び考査項目別運用表（別記様式第１の別紙１から別紙４）を修

正し、工事成績修正評定表（別記－２）及び項目別修正評定点（別表２）によ

りとりまとめる。 

３ 所長は、前項の修正を行ったときは、遅滞なく、当該工事の受注者に対して、

評定の結果を工事成績評定修正通知書（様式第１－２）により通知するものと

する。 

 

（説明請求等） 

第 12 第９又は第 11第３項による通知を受理した者は、当該通知日の翌日から起算

して 12 日（長野県の休日を定める条例（平成元年条例第５号）第１条に規定

する県の休日（以下「休日」という。）を含まない。）以内に、所長に対し、説

明請求書を提出し、評定の内容についての説明を請求することができるものと

する。 

２ 所長は、前項による説明を求められた場合は、工事成績評定に係る説明請求

への回答について（様式第２－１）又は工事成績評定に係る説明請求への回答

及び評定点の修正について（様式２－２）（第 11第１項及び第２項による評定

の修正を伴う場合）により回答するものとする。 

３ 所長は、前項による回答を行う場合、第７第２項の委員会に意見を求めるこ

とができるものとする。 

４ 所長は、説明請求者に対し、説明請求書を受理した日の翌日から起算して 

10 日（休日を含まない。）以内に回答するものとする。ただし委員会に意見を

求める場合は、説明請求書を受理した日の翌日から起算して 15日（休日を含

まない。）以内に回答するものとする。 

 

 

（評定の修正） 

第 11 所長は、第９の通知後、当該評定を修正する必要がある場合（瑕疵の発生な

ど）は、第７第２項の委員会に意見を求め修正できるものとする。 

２ 評定の修正は、工事成績修正評定表（別記－２）及び採点表（別記様式第１）、

細目別採点表（別記様式第２）により行うものとする。 

 

 

３ 所長は、前項の修正を行ったときは、遅滞なく、当該工事の受注者に対して、

評定の結果を工事成績評定修正通知書（様式第１－２）により通知するものと

する。 

 

（説明請求等） 

第 12 第９又は第 11第３項による通知を受理した者は、当該通知日の翌日から起算

して 10 日（長野県の休日を定める条例（平成元年条例第５号）第１条に規定

する県の休日（以下「休日」という。）を含まない。）以内に、所長に対し、説

明請求書を提出し、評定の内容についての説明を請求することができるものと

する。 

２ 所長は、前項による説明を求められた場合は、様式第２－１又は様式２－２

（第 11 第１項及び第２項による評定の修正を伴う場合）により回答するもの

とする。 

 

３ 所長は、前項による回答を行う場合、第７第２項の委員会に意見を求めるこ

とができるものとする。 

４ 所長は、説明請求者に対し、説明請求書を受理した日の翌日から起算して 

10 日（休日を含まない。）以内に回答するものとする。ただし委員会に意見を

求める場合は、説明請求書を受理した日の翌日から起算して 15日（休日を含

まない。）以内に回答するものとする。 

 

 



○工事成績評定要領  新旧対照表 （平成 30 年３月 22 日付け 29 建政技第 325 号） 

 新（改正） 旧（現行） 

（再説明請求等） 

第 13 第 12 第２項の回答書を受理した者は、回答日の翌日から起算して 12 日（休

日を含まない。）以内に、知事に対して再説明請求書を提出し再説明を請求する

ことができる。 

２ 知事は、前項による再説明の請求があったときは、入札及び契約に係る苦情

申立手続要領（平成 27 年３月 31 日付け 27契検第 150 号。以下「手続要領」

という。）第 14、第 15、第 16及び第 18に基づき処理するものとする。ただし、

第 14第２項については第２号による。 

３ 前項において再説明請求者への回答は、工事成績評定に係る再説明請求への

回答について（様式第３－１）又は工事成績評定の再説明請求に係る評定点の

修正について（様式３－２）（第 11第１項及び第２項による評定の修正を伴う

場合）によるものとし、却下する場合は手続要領の様式第６によるものとする。 

４ 再説明請求の処理における手続要領の適用にあたっては、「再苦情」を「再説

明」と、「申立」を「請求」と読み替えるものとする。 

 

附 則  この要領は、平成 14年８月１日から適用する。 

附 則  この要領は、平成 16年８月 20日から適用する。 

附 則  この要領は、平成 17年５月１日から適用する。 

附 則  この要領は、平成 18年５月１日から適用する。 

附 則  この要領は、平成 20年７月１日から適用する。 

附 則  この要領は、平成 22年１月１日から適用する。 

附 則  この要領は、平成 22年７月１日から適用する。 

附 則  この要領は、平成 23年４月１日から適用する。 

附 則  この要領は、平成 23年９月１日から適用する。 

附 則  この要領は、平成 24年８月１日から適用する。 

附 則  この要領は、平成 26年 12月１日から適用する。 

附 則  この要領は、平成 27年 10 月１日から適用する。 

 附 則  この要領は、平成 30年４月１日から適用する。 

 

（再説明請求等） 

第 13 第 12 第２項の回答書を受理した者は、回答日の翌日から起算して 10 日（休

日を含まない。）以内に、知事に対して再説明請求書を提出し再説明を請求する

ことができる。 

２ 知事は、前項による再説明の請求があったときは、公共工事等における入札

及び契約に係る苦情処理対応要領（平成 14年７月 30 日付け 14監第 224号。

以下「対応要領」という。）第 10第２項及び第 11又は第 12 に基づき処理する

ものとする。 

３ 前項において再説明請求者への回答は、様式第３－１又は様式３－２（第 11

第１項及び第２項による評定の修正を伴う場合）によるものとし、却下する場

合は対応要領の様式６によるものとする。 

 

４ 再説明請求の処理における対応要領の適用に当っては、「再苦情」を「再説明」

と、「申立」を「請求」と読み替えるものとする。 

 

附 則  この要領は、平成 14年８月１日から適用する。 

附 則  この要領は、平成 16年８月 20日から適用する。 

附 則  この要領は、平成 17年５月１日から適用する。 

附 則  この要領は、平成 18年５月１日から適用する。 

附 則  この要領は、平成 20年７月１日から適用する。 

附 則  この要領は、平成 22年１月１日から適用する。 

附 則  この要領は、平成 22年７月１日から適用する。 

附 則  この要領は、平成 23年４月１日から適用する。 

附 則  この要領は、平成 23年９月１日から適用する。 

附 則  この要領は、平成 24年８月１日から適用する。 

附 則  この要領は、平成 26年 12月１日から適用する。 

附 則  この要領は、平成 27年 10 月１日から適用する。 
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 新（改正） 旧（現行） 

創意工夫・社会性等に関する実施状況（別添様式）創意工夫・社会性等に関する実施状況（別添様式）創意工夫・社会性等に関する実施状況（別添様式）創意工夫・社会性等に関する実施状況（別添様式）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創意工夫・社会性等に関する実施状況（別添様式）創意工夫・社会性等に関する実施状況（別添様式）創意工夫・社会性等に関する実施状況（別添様式）創意工夫・社会性等に関する実施状況（別添様式）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【別添様式】 

創意工夫・社会性に関する実施状況 

工事名     平成○○年度 ○○      工事 請負者名  ○○建設 

項 目 評価内容 番号 提案内容 

□創意工夫 □現場での対応（施工）  □災害等での臨機の処置 

□施工状況（条件）の変化に対応した自発的提案 

□準備・後片付け（施工）  □測量・位置出し 

□施工関係（施工）  □施工に伴う機械、器具、工具、装置類の工夫 

□二次製品、代替製品の利用の工夫 

□施工方法の工夫 

□施工環境の改善 

□仮設計画の工夫 

□施工管理、品質向上の工夫 

□施工管理関係（施工）  □盛土締固、杭の施工高さ等施工上の工夫 

□写真管理の工夫 

□出来形・品質の計測、集計・管理図等の工夫 

□CAD、施工管理ｿﾌﾄの活用 

□電子納品に対する積極的な取組 

□品質関係（品質）  □集計ｿﾌﾄの活用 

□使用材料、施工方法、出来形、品質確保の工夫 

□安全衛生関係（安全）  □安全施設・仮設備の配慮・工夫 

□安全教育・講習会・ﾊﾟﾄﾛｰﾙの工夫 

□作業環境の改善 

□交通事故防止・被害軽減対策・交通確保の工夫 

□ｺﾞﾐ減量化、ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌ等地球環境への工夫ﾟ 

□その他  □リサイクル推進 

□生産性向上の取り組み 

□その他 

□社会性等 

（地域社会や住

民に対す貢献） 

□地域への貢献等  □地域の自然環境保全、動植物の保護 

□作業現場の周辺地域との調和 

□地域住民とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

□ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動への積極的な参加 

□その他 

【別添様式】 

創意工夫・社会性に関する実施状況 

工事名 平成○○年度 ○○      工事 請負者名 ○○建設 

項 目 評価内容 番号 実施内容（説明資料の実施内容を複写） 

□創意工夫 □施工   

□品質   

□安全衛生 

（※１） 

  

□その他   

項目数 

     項目 

□社会性等 

（地域社会や住民

に対する貢献） 

□地域への貢献 

（週休2日に対する取

組みを含む） 

（※） 

  

項目数 

     項目 

 

実施状況の提出は、創意工夫、社会性等それぞれ７項目を上限とする。 

 

※ 現場環境改善費で実施した５項目については評価しない。 



○工事成績評定要領  新旧対照表 （平成 30 年３月 22 日付け 29 建政技第 325 号） 

 新（改正） 旧（現行） 

考査項目別運用表考査項目別運用表考査項目別運用表考査項目別運用表    

    

○運用表にある表記   「監督員」 「検査員」 

 

○別紙－１④１（監督員） 

３.出来形及び出来ばえ Ⅰ出来形 解体工事 

 

 

 

 

 

 

○別紙－１⑥ （主任監督員等） 

５.創意工夫  欄外 

 

 

 

 

○別紙－２① （総括監督員等） 

 ２.施工状況 Ⅱ工程管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考査項目別運用表考査項目別運用表考査項目別運用表考査項目別運用表    

 

○運用表にある表記  「監督職員」 「検査職員」 

 

○別紙－１④１「監督員」 

３.出来形及び出来ばえ Ⅰ出来形 解体工事 

 

 

 

 

 

 

○別紙－１⑥ （主任監督員等） 

５.創意工夫  欄外 

 

 

 

 

○別紙－２① （総括監督員等） 

 ２.施工状況 Ⅱ工程管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「評価対象項目」

□ 自社の管理基準を設定して、適切に管理している。

□ 自社の写真管理基準等を設定し、解体物の撤去前後の写真により、確実に撤去されたかを確認できる。

□ 解体物の材種毎に処理方法が確認できる。

□ 不可視部分における工作物の撤去状況及び残存工作物の状況を写真撮影している。

□ 解体物の材種毎に排出量、再資源化量、その他処分量が的確に確認できる。

□ 混合廃棄物を排出しない分別解体に積極的に取組んでいる。（数量によらない）

□ マニフェスト等の整備が適時、的確になされている。

□ 現場から搬出する解体物を搬出時に計量している。（原則として建築物）

□ 現場から搬出する解体物を事前に検測を行っている。（原則として土木構造物）

□ 埋め戻しが適切に行われている。

※１．特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。なお、該当があれば[「その他」の項目を追加する。 

※２．評価は各項目において１つレ点が付されれば１、２、４点で評価し、最大７点の加点評価とする。 

※３．該当する数と重みを勘案して評定する。１項目１点を目安とするが、内容によってはそれ以上の点数を与えてもよい。 

※４．上記の考査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体の内容を記載して加点する。なお、総括監督員等が評価する

「工事特性」との二重評価は行わない。 

※１．特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。なお、該当があれば[「その他」の項目を追加する。 

※２．評価は各項目において１つレ点が付されれば１、２、４点で評価し、最大７点の加点評価とする。 

※３．該当する数と重みを勘案して評定する。１項目１点を目安とするが、内容によってはそれ以上の点数を与えてもよい。 

※４．上記の考査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体の内容を記載して加点する。なお、総括監督員等が評価する

「工事特性」との二重評価は行わない。 

●評価対象項目

□ 隣接する他の工事などとの工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。

□ 地元及び関係機関との調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。

□ 工程管理を適切に行なったことにより、休日や夜間工事の回避等を行い、地域住民に公共工事に対する好印象を与えた。

□ 工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。

□ 災害復旧工事など特に工期的な制約がある場合において、余裕をもって工事を完成させた。

□ 工事施工箇所が広範囲に点在している場合において、工程管理を的確に行い、余裕をもって工事を完成させた。

□ 週休２日を確保する工程計画を立て、実現した。（※）

□ 週休２日を確保する工程計画を立て、完全週休２日を実現した。（※）

□

●判断基準　上記該当項目を総合的に判断して、ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ評価を行う。

※　週休２日相当を実現した場合は１項目、完全週休２日を実現した場合は２項目にチェックする。

　　用語の定義は「施工者希望型週休２日工事実施要領」による

その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

「評価対象項目」

□ 自社の管理基準を設定して、適切に管理している。

□ 自社の写真管理基準等を設定し、創意工夫を持って適切に管理している。

□ 解体物の材種毎に処理方法が確認できる。

□ 不可視部分における工作物の撤去状況及び残存工作物の状況を写真撮影している。

□ 解体物の材種毎に排出量、再資源化量、その他処分量が的確に確認できる。

□ 混合廃棄物を排出しない分別解体に積極的に取組んでいる。

□ マニフェスト等の整備が適時、的確になされている。

□

□ 埋め戻しが適切に行われている。

現場から搬出する解体物を搬出時に計量している。

●評価対象項目

□ 隣接する他の工事などとの工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。

□ 地元及び関係機関との調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。

□ 工程管理を適切に行なったことにより、休日や夜間工事の回避等を行い、地域住民に公共工事に対する好印象を与えた。

□ 工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。

□ 災害復旧工事など特に工期的な制約がある場合において、余裕をもって工事を完成させた。

□ 工事施工箇所が広範囲に点在している場合において、工程管理を的確に行い、余裕をもって工事を完成させた。

□

●判断基準　上記該当項目を総合的に判断して、ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ評価を行う。

その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



○工事成績評定要領  新旧対照表 （平成 30 年３月 22 日付け 29 建政技第 325 号） 

 新（改正） 旧（現行） 

 

○別紙－２② （総括監督員等） 

 ４.工事特性 Ⅰ施工条件等への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

○別紙－２③ （総括監督員等） 

 ６.社会性等 Ⅰ地域への貢献等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○別紙－２② （総括監督員等） 

 ４.工事特性 Ⅰ施工条件等への対応 

 

 

              （追   加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●評価対象項目

□ 周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ。

□ 定期的に広報紙の配布や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。

□ 道路清掃などを積極的に実施し、地域に貢献した。

□ 地域が主催するイベントへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。

□ 災害時などにおいて、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を行った。

□ 現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせるなど、積極的に周辺地域との調和を図った。

□ 週休２日を確保するために特筆すべき取組みを行った。

（道路利用者・地域住民等への周知説明、下請会社等との調整）

□

□

□

判断基準

※上記該当項目を総合的に判断して、ａ、ａ’、ｂ、ｂ’、ｃ評価を行う。

その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工事しゅん工書類の簡素化のため、必要以上の書類作成を理由に加点評価はしない。

簡素化の観点から、社会性等の実施状況の受付は、１工事につき７項目を上限とする。

●評価対象項目

□ 周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ。

□ 定期的に広報紙の配布や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。

□ 道路清掃などを積極的に実施し、地域に貢献した。

□ 地域が主催するイベントへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。

□ 災害時などにおいて、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を行った。

□ 現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせるなど、積極的に周辺地域との調和を図った。

□

判断基準

※上記該当項目を総合的に判断して、ａ、ａ’、ｂ、ｂ’、ｃ評価を行う。

その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工事しゅん工書類の簡素化のため、必要以上の書類作成を理由に加点評価はしない。

簡素化の観点から、社会性等の実施状況の受付は、１工事につき７項目を上限とする。

Ⅴ　週休２日への取組み

□ 19．週休２日を確保する工程計画を立て、週休２日を実施した。（3点）

□ 20．週休２日を確保する工程計画を立て、完全週休２日を実施した。（3点）

Ⅴ　評点　　　点（上記の対応事項の合計点を加点　最大6点）

評点合計 点 合計が20点以上の場合は20点とする　　

（19．20．について）

・用語の定義は「施工者希望型週休2日工事実施要領」による

・週休2日相当　19．で評価

・完全週休2日　19．20．で評価



○工事成績評定要領  新旧対照表 （平成 30 年３月 22 日付け 29 建政技第 325 号） 

 新（改正） 旧（現行） 

別紙－３②１ （しゅん工検査員） 

 ３.出来形及び出来ばえ Ⅰ出来形 解体工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙－４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙－４ 

 

 

 

 

「評価対象項目」

□ 自社の管理基準を設定して、適切に管理している。

□ 自社の写真管理基準等を設定し、解体物の撤去前後の写真により、確実に撤去されたかを確認できる。

□ 解体物の材種毎に処理方法が確認できる。

□ 不可視部分における工作物の撤去状況及び残存工作物の状況を写真撮影している。

□ 解体物の材種毎に排出量、再資源化量、その他処分量が的確に確認できる。

□ 混合廃棄物を排出しない分別解体に積極的に取組んでいる。（数量によらない）

□ 現場から搬出する解体物を搬出時に計量している。（原則として建築物）

□ 現場から搬出する解体物を事前に検測を行っている。（原則として土木構造物）

□ 埋め戻しが適切に行われたことが確認できる記録が整備されている。

□ その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

別紙-4

別紙-4別紙-4

別紙-4 【記入方法及び留意事項】

１　出来型及び品質のばらつきの考え方

２．多工種複合工事における品質、出来ばえ評価の工種選定について（検査員考査）

（１） 主たる工種で評定する。

（２） コンクリート橋は、プレテンション桁等、工場で製作される構造物も対象とする。

（３） 評定は「合併工事」欄を活用する。

３．コンクリート構造物のクラックの品質評価について

（１） 

 

クラックが発生した構造物では「コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針」に基づき、進行性または有害なクラックに該当するか否か調査する。

（２） 

「進行性または有害なクラックが発生し、発生したクラックに対しては専門技術者（有資格者） 有識者(大学教授等)の意見に基づく処置をしている」等が見られたら、Ｃ評価とする。

（３） 

 

「進行性または有害なクラックがある」場合で、無処理の場合は、状況に応じて、ｄまたはｅ評価とする。

 

※有害なクラックの目安は０．２ｍｍ程度とする。

 

参考文献「日本コンクリ－ト工学協会のひび割れ調査、補修・補強指針」

４．その他

 

・「施工プロセス」チェックリストを活用して、評定を行う。

 

・「５．創意工夫」「６．社会性等」は、請負者から提出された実施状況に関する書類を活用して、評定を行う。

（但し、鉄筋の腐食環境が厳しく、コンクリート構造物の耐久性に及ぼす有害性が大きい場合は０．１mm程度とし、また、防水性に及ぼす有害性が大きい場合は０．０５mmとする。）

［度数表またはヒストグラムの場合］

［管理図の場合］

（上・下限値がある場合）

（下限値のみの場合）

①ばらつきが５０％以下と判断できる例

②ばらつきが８０％以下と判断できる例

ばらつきが少ない

ばらついている ばらつきが大きい

規格値

規格値

規格値

規格値

規格値

仮想の上限値

設計値

設計値

設計値

5

0

%

5

0

%

5

0

%

5

0

%

5

0

%

5

0

%

5

0

%

5

0

%

5

0

%

5

0

%

5

0

%

5

0

%

5

0

%

5

0

%

5

0

%

5

0

%

8

0

%

8

0

%

8

0

%

8

0

%

8

0

%

8

0

%

8

0

%

8

0

%

8

0

%

8

0

%

8

0

%

8

0

%

8

0

%

8

0

%

8

0

%

8

0

%

5

0

%

5

0

%

5

0

%

5

0

%

5

0

%

5

0

%

5

0

%

5

0

%

8

0

%

8

0

%

8

0

%

8

0

%

8

0

%

8

0

%

8

0

%

8

0

%

規

格

値

規

格

値

規

格

値

規

格

値

規

格

値

規

格

値

下限値を規定

上限値を仮定

「評価対象項目」

□ 自社の管理基準を設定して、適切に管理している。

□ 自社の写真管理基準等を設定し、創意工夫を持って適切に管理している。

□ 解体物の材種毎に処理方法が確認できる。

□ 不可視部分における工作物の撤去状況及び残存工作物の状況を写真撮影している。

□ 解体物の材種毎に排出量、再資源化量、その他処分量が的確に確認できる。

□ 混合廃棄物を排出しない分別解体に積極的に取組んでいる。

□ 現場から搬出する解体物を搬出時に計量し、記録が整備されている。

□ 埋め戻しが適切に行われたことが確認できる記録が整備されている。

□ その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

別紙-4

別紙-4別紙-4

別紙-4

【記入方法及び留意事項】

１　出来型及び品質のばらつきの考え方

２．多工種複合工事における品質、出来ばえ評価の工種選定について（検査員考査）

（１）主たる工種で評定する。

（２）コンクリート橋は、プレテンション桁等、工場で製作される構造物も対象とする。

（３）評定は「合併工事」欄を活用する。

３．コンクリート構造物のクラックについて

４．その他

 

・「施工プロセス」チェックリストを活用して、評定を行う。

 

・「５．創意工夫」「６．社会性等」は、請負者から提出された実施状況に関する書類を活用して、評定を行う。

参考文献「日本コンクリ－ト工学協会のひび割れ調査、補修・補強指針」

（１）クラックが発生した構造物では「コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針」に基づき、進行性または有害なクラックに該当するか

否か調査する。

（２）「進行性または有害なクラックが発生し、発生したクラックに対しては有識者(大学教授等)の意見に基づく処置をしている」等が見られ

たら、Ｃ評価とする。

（３）「進行性または有害なクラックがある」場合で、無処理の場合は、状況に応じて、ｄまたはｅ評価とする。

※有害なクラックの目安は０．２ｍｍ程度とする。

（但し、鉄筋の腐食環境が厳しく、コンクリート構造物の耐久性に及ぼす有害性が大きい場合は０．１ｍｍ程度とし、また、防水性に及ぼ

す有害性が大きい場合は０．０５ｍｍとする。）


